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本日、ここに平成２２年清水町議会第１回定例会が開催され、平成２２年

度一般会計予算案をはじめとする当初予算案及び関係諸議案を御審議いただ

くに当たり、私の町政に対する基本的な考え方とその概要の一端を申し述べ、

議員各位並びに町民の皆様に一層の御理解と御協力をお願い申し上げる次第

であります。 

 

昨年８月３０日に執行された第４５回の衆議院選挙では、民主党の勝利に

よって政権交代がなされ、我が国の憲政史上、歴史的な一日となったことは

未だ記憶に鮮明に残っております。野党第１党が衆議院で過半数を得ての政

権交代は、現憲法下では初めてのことであり、細川連立政権以来１６年ぶり

に非自民政権が発足いたしました。小選挙区比例代表並立制が導入されて以

来、５回目の選挙において、２大政党制が事実上のスタートラインに立った

とも考えられ、我が国の政治は大きな転換期を迎えたのではないかと受け止

めております。 

一方、我が国の経済情勢に目を転じますと、米国のサブプライムローン問

題に端を発した厳しい経済状況が依然として続いており、生産や輸出をはじ

めとする各種の経済指標の面からは、昨年の春先を底とした持ち直しの動き

も見られてはおりますが、個人消費の冷え込みやデフレの進行など、先行き

を楽観できる状況には至っていないと認識しております。 

また、多くの企業経営者からは雇用面での底入れはまだ先との声があがっ

ており、完全失業率や有効求人倍率が改善されない中で新規学卒者の就職内

定率が過去最低となるなど、言わば『雇用なき景気回復』の状況も想定され、

日本経済はいわゆる二番底も懸念されているところであります。 

このような状況の中、現時点では当町の財政状況は健全性を維持しており
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ますが、他の多くの自治体と同様、法人町民税をはじめとする町税の減収が

現実のものとなり、国の政策の不透明性とも相まって、極めて慎重な行財政

運営が求められる局面に立ち至っております。 

特に公債費は、平成２１年度をピークに概ね減少していく予定であります

が、現在の景気の低迷が長引きますと、町債残高の増加や財政調整基金残高

の減少も見込まれることから、今後におきましては、町税等の収納率向上対

策をより一層強化するとともに、町施設の使用料の見直しなど、さらなる行

財政改革の推進に引き続き取り組むことが必要であると認識しております。 

 

今定例会に御提案いたしました平成２２年度の予算案につきましては、現

下の厳しい経済情勢や政権交代による先行き不透明感が拭いきれない中での

編成作業を余儀なくされましたが、将来都市像を「豊かさを実感できる生活

都市・清水町」とする現行の第３次総合計画の最終年度として総仕上げを行

うとともに、中期財政計画に掲げる各事業の計画的な執行を目指した予算と

して編成いたしました。 

主要施策の基本的な考え方につきましては、かねてから、町の最優先課題

としている「耐震性の劣る公共施設の整備」をはじめ、「子育て施策の充

実」や「道路、下水道等の社会基盤整備」などの事業に重点を置くとともに、

国・県などからの有利な財源を活用した事業を着実に進めてまいりたいと考

えております。 

特に、耐震性の劣る公共施設の整備につきましては、昨年完成した地域交

流センターに続き、平成２３年４月の開所を目指して南保育所の整備を進め

るとともに、町体育館の耐震設計や老人センターの耐震補強計画を策定する

など、公共施設の耐震性の確保に向けて、精力的に取り組んでまいります。 
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子育て施策の充実につきましては、次代を担う人づくりの一環として位置

付け、南保育所や清水小学校放課後児童教室の整備のほか、子育て総合支援

センターの充実や新たに放課後子ども教室を開催するなど、積極的に事業を

展開してまいります。 

なお、清水幼稚園と中央保育所の整備につきましては、清水幼稚園の公立

による適正規模での整備と併せて、中央保育所に替わる民間保育所誘致の方

針を示させていただいたところであり、新年度は民間保育所の誘致に向けた

事業者を募集いたします。 

道路、下水道等の社会基盤整備につきましては、西間門新谷線の第８工区

に続いて第７工区の整備を進めるほか、引き続き幹線道路や生活道路の補修

などに取り組むとともに、仮称・杉沢公園等の公園や下水道の整備に努めて

まいります。 

なお、下水道事業の推進に当たりましては、狩野川左岸処理区における供

用開始を契機に、新年度は下水道使用料の適正な水準への改正を前提とした

検討を進めることとしております。 

広域連携の取組みといたしましては、引き続き駿東地区広域行政推進協議

会に参加するほか、新たに御殿場線輸送力増強促進連盟に参画いたします。 

また、駿豆地区広域市町村圏協議会の解散に伴って検討されている新たな

事務レベルの連絡会に参加することとしております。 

行政改革への取組みといたしましては、行政評価システムの完成度をより

一層高めるために、今後も外部講師の助言をいただきながら、職員の意識改

革をさらに進めていくほか、ホームページやカレンダーなどを利用した広告

事業の対象に、新たに町広報紙を加えるなど、税外収入の確保に努めてまい

ります。 
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また、補助金など町が行う助成制度について、外部の意見を採り入れなが

ら見直しを進めるほか、清水中学校の水泳授業への清水町温水プールの全面

的な活用や南中学校の給食業務の民間委託を行ってまいります。 

なお、現行の行政改革大綱が平成２１年度で終了いたしますが、現時点で

は国からの今後の指針が示されていないことから、当面は現行計画を引き続

き推進することとし、新たな行政改革大綱については、国の動向や近隣市町

の状況を見ながら、現在策定作業を進めている新たな総合計画に併せて提示

してまいりたいと考えております。 

今後におきましても、引き続き最小の経費で最大の効果を上げることがで

きるよう、計画的かつ効率的な行財政改革を積極的に進めてまいります。 

また、町政運営の基本指針となる総合計画につきましては、現在の第３次

総合計画が平成２２年度に最終年度を迎えることから、清水町の今後１０年

を幅広い観点から見直し、町の潜在的な能力や魅力を顕在化させつつ、新た

なステップを踏み出していくために、町民の皆様に幅広く御参画をいただき

ながら第４次清水町総合計画を策定してまいります。 

広聴事業におきましては、引き続き「町長へのメッセージ」などに適切に

対応するとともに、多くの町民の皆様の御意見を伺うために実施している地

区懇談会や子ども議会などを今後も継続して開催してまいります。 

 

以上、私の基本姿勢の一端について申し上げましたが、今後におきまして

も、議員各位をはじめ、町民の皆様や区長会、さらには周辺市町との信頼関

係を保ちながら「未来に責任を持つ、誇れるまち・清水町」づくりに、鋭意

努力してまいる所存であります。 
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なお、その他の主要な施策につきましては、第３次総合計画の「５つの基

本目標」の項目に沿って申し述べさせていただきます。 

 

「安全と安心を実感できるまちづくり」 

はじめに、「安全と安心を実感できるまちづくり」についてであります。 

児童福祉・子育て支援の施策につきましては、誰もが安心して子どもを産

み育てることができる環境の整備を進めるため、これまで地域や家庭、関係

機関との協働による様々な子育て支援策を着実に進めてまいりました。 

新年度は、南保育所や清水小学校放課後児童教室の整備などのほか、現在

策定中の「清水町次世代育成支援行動計画」に基づき、多様化する子育てニ

ーズや時代の変化に的確に対応した新たなサービスの提供を検討するととも

に、引き続き子育てにやさしいまちづくりを進めてまいります。 

なお、町内外を問わず、多くの子育て世代の方に幅広く利用され、各方面

から高い評価をいただいております子育て総合支援センターや子ども交流館

につきましては、“元気な子どもの声がきこえるまち・清水町”のシンボル

として、さらなる充実を図ってまいります。 

高齢者福祉の施策につきましては、その拠点施設である老人福祉センター

の老朽化が進んでおり、加えて耐震性も劣るため、補強工事の施工に向けた

耐震補強計画の策定を進めてまいります。 

また、特別養護老人ホームの入所待機者の解消を図るため、２０床の増床

を計画している特別養護老人ホーム「かわせみ」に対し、助成を行うことと

しております。 

さらに、在宅介護を行う御家族の御労苦に対し、経済的支援を行うため、

実施に対する要望が高まっていた介護手当を支給することといたしました。 
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地域福祉の施策につきましては、重症心身障害児及び障害者を支援するた

め、駿東田方１０市町の協力により沼津市我入道地先への建設を予定する重

症心身障害児（者）通所施設の整備を支援してまいります。 

保健・医療の施策につきましては、現行の清水町保健計画に基づき、訪問

指導や各種健康診査の受診率向上に取り組んでまいりましたが、この計画が

最終年度を迎えるため、新たな健康増進計画を策定してまいります。 

なお、平成２１年度から、妊婦健診における補助対象回数を５回から１４

回に増やすとともに超音波による健診を行っており、新年度においてもこれ

を継続するなど、安心して子供を産み育てる環境の充実に努めてまいります。 

交通安全の施策につきましては、街頭啓発や交通安全教室を実施するほか、

特に高齢者への安全対策として新宿、伏見の両地区を重点地区に指定するな

ど、交通事故の削減に努め、昨年は人身事故前年対比マイナス２６件と減少

いたしましたが、人口１０万人当たりの交通事故発生件数は、依然として厳

しい状況にありますことから、関係機関や関係諸団体との一層の連携の強化

を図るとともに、効果的な交通事故防止対策の調査・研究に努めてまいりま

す。 

防災対策につきましては、災害発生時に迅速かつ的確な避難を行うことが

可能となるよう、平成１７年度に作成したハザードマップを更新して全戸に

配布するなど、防災に対する町民意識の高揚を図ってまいります。 

また、平成１９年度に導入した防災ラジオにつきましては、同報無線の補

完的役割や災害時における情報収集に有益であり、購入希望者も多いことか

ら、前回と同様、一部有償にて頒布することといたしました。 

なお、上徳倉地先、地蔵堂北側の落石等防止工事に係る測量設計を実施す

るとともに、丸池川下流部の河川改修を行うなど、引き続き治山治水対策を
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進めてまいります。 

消防・救急対策につきましては、避難所用の緊急資材を更新するとともに、

救急件数の増加に対応するため、新たな救急救命士を養成するなど、消防救

急体制の充実、強化に努めてまいります。 

町民の安全・安心の確保は、行政に課せられた最も基本的な責務であると

認識しており、今後とも安全・安心対策を積極的に進めてまいります。 

 

「産業の活力を実感できるまちづくり」 

次に、「産業の活力を実感できるまちづくり」についてであります。 

商工業の施策につきましては、昨年来の経済危機も底が見え始め、ワーク

シェア等の雇用調整も少なくなりつつあるといわれておりますが、地域経済

を取り巻く環境は、なお予断を許さない状況が続いておりますので、引き続

き資金融資に対する利子補給を行うことにより、町内における中小企業の振

興と負担の軽減を図るとともに、勤労者への住宅建設貸付限度額を増額し、

勤労者の福祉の向上並びに労働力の確保を図ってまいります。 

また、ファルマバレー・プロジェクトの一環として実施される富士山麓ビ

ジネスマッチング促進事業に参画し、産学官の連携によって創出される製品

と地元企業の技術とを結ぶ橋渡しの役割を果たしてまいります。 

さらに、町内の商工会会員を紹介するタウン誌を発行するとともに、製造

業者の技術や製品をデータベース化して工業ビジネスマッチングサイトを構

築するなど、商工業の振興策を図ってまいります。 

農業の施策につきましては、農業者の高齢化や後継者不足などから引き続

き厳しい状況にありますが、農作物の新品種栽培など、農業委員会を中心に

農協及び中核農業者協議会と連携し、都市近郊型農業の振興を図るとともに、
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町内の農産物を小中学校の給食の食材として活用するなど、地産地消の機会

の増大に努めてまいります。また、農業祭や産直市の開催を通じ、生産者と

消費者の触れ合いの場の確保にも努めてまいります。 

 

「美しく質の高い生活空間を実感できるまちづくり」 

次に、「美しく質の高い生活空間を実感できるまちづくり」についてであ

ります。 

道路・交通の施策につきましては、地域住民の利便性の向上と交通渋滞の

緩和や交通事故の一層の削減を図るため、主要幹線道路である都市計画道路

西間門新谷線の整備、町道１号線の舗装改良工事や町道６号線の拡幅整備を

進めるほか、卸団地地先の町道３７０号線の歩道拡幅工事など生活道路の改

良、維持管理に努めてまいります。 

また、都市計画道路や主要な町道について整備の優先順位などを設定し、

今後の道路網整備の指針として活用するため、新たに都市内道路整備プログ

ラムを策定することといたしました。 

なお、公共交通の利便性が確保されるよう、引き続き沼商路線バスへの助

成を行うとともに、高齢者等の交通弱者の重要な移動手段となっている町内

循環バスの運行を継続してまいります。 

下水道事業につきましては、狩野川左岸公共下水道の幹線管渠や面整備を

実施するとともに、狩野川流域下水道における処理区域の拡大を図るなど、

引き続き下水道の計画的な整備を進めてまいります。 

公園整備につきましては、引き続き柿田川公園の駐車場整備を実施すると

ともに、久米田児童遊園地などの整備を進めてまいります。 
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「新しいライフスタイルを実感できるまちづくり」 

次に、「新しいライフスタイルを実感できるまちづくり」についてであり

ます。 

自然環境保全の施策につきましては、引き続き関係団体との協力による富

士山植樹活動などを通じ、柿田川の水源の涵養に努めるとともに、水と緑の

自然環境の保護、保全を図ってまいります。 

環境衛生の施策につきましては、平成２１年度の国の補正予算によって県

に設置された地域グリーンニューディール基金を活用し、役場庁舎に太陽光

発電設備を設置するほか、庁舎内の空調設備を省エネルギー型に付け替える

など、率先して地球温暖化対策に取り組んでまいります。 

また、新年度におきましても引き続き家庭用太陽光発電設備の設置補助に

加え、太陽熱を利用した温水器の設置や高効率給湯器の設置に対する補助を

行うほか、県の基金を活用した助成の拡充を図るなど、さらなる地球温暖化

対策に取り組んでまいります。 

町民の消費生活の施策につきましては、一層の消費生活の安定と向上を図

るとともに、消費者の利益の擁護及び増進のため、県の消費者行政活性化基

金を活用して、専任の消費生活相談員が対応する消費生活センターを新設い

たします。 

地域間交流の施策につきましては、昨年、新型インフルエンザの流行によ

って、自粛したカナダ・スコーミッシュ市への中学生の派遣を再開し、異文

化に触れることを通して国際感覚を身に付けるという、子どもたちにとって

貴重な体験の機会を設けるなど、関係団体と連携して国際化時代に通用する

人材の育成とそのための環境づくりなどを進めてまいります。 

高度情報化社会に向けた施策につきましては、確定申告等のインターネッ
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トによる電子申告の普及に伴い、現行の地方税システムと電子申告データと

の連携を図るための新たなシステムを導入するなど、行政の情報化に対応し

てまいります。 

コミュニティに関連する施策につきましては、湧水まつりや狩野川ふれあ

いフェスタなどに対する支援を行うとともに、地区公民館の建替えに対して

助成するなど、地域活動やコミュニティ活動の促進を図ってまいります。 

 

「ゆとりと生きがいを実感できるまちづくり」 

次に、「ゆとりと生きがいを実感できるまちづくり」についてであります。 

学校教育の施策につきましては、平成２３年度に完全実施される小学校の

新学習指導要領に先駆け、引き続き英語の授業に外国人英語講師を活用し、

小学５・６年生の外国語の会話や基礎的な表現に慣れ親しみながら、コミュ

ニケーション能力の素地を培ってまいります。 

幼児教育につきましては、引き続き、絵本の読み聞かせや食育など特色あ

る幼稚園教育を進めるとともに、支援の必要な園児についても、職員体制の

充実を図ってまいります。 

生涯学習・文化振興の施策につきましては、昨年１０月に町民の長年の夢

であった地域交流センターが完成し、オープニングイベントとして第２４回

国民文化祭・しずおか２００９を盛大に開催することができました。 

今後におきましては、名実ともに町民各位の交流拠点として生涯学習講座

や各種教室の充実を図り、学ぶ喜びを実感するとともに、文化、芸術の魅力

の発信基地や人材育成の場としての役割を果たしてまいりたいと考えており

ます。 

なお、五行歌講座や町民五行歌大会を開催するなど、五行歌のまち・清水
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町が内外に浸透し定着するよう普及活動にも取り組んでいくこととしており

ます。 

スポーツ・レクリエーションの施策につきましては、各種のスポーツ教室

やイベントにおいて、ニーズに応じてそれぞれの内容を見直すなど、関係団

体と連携を図りながら、気軽にスポーツ活動に参加できる環境づくりに努め

てまいります。 

また、町体育館の耐震補強計画に基づき、平成２３年度に実施を予定する

耐震補強工事に向けた設計に着手するとともに、町温水プールの衛生面にお

ける安全性の向上を図るため、ろ過機の取替えなどの改修工事を実施いたし

ます。 

 

以上、平成２２年度の町政運営に対する基本的な考え方と、主要な施策に

ついて、その概要を御説明申し上げました。 

このような考えのもとに予算編成を行った結果、一般会計の総額は８０億

７，３００万円となり、平成２１年度予算と比較いたしますと１．３％の増

額となりました。 

また、特別会計の総額５７億９，２３３万３千円を合計いたしますと、 

１３８億６，５３３万３千円となり、予算全体を平成２１年度予算と比較い

たしますと、２．３％の減額となったところであります。 

 

町政を取り巻く環境は、今後とも厳しく、また将来を的確に見通すことが

困難な状況にありますが、地方における行財政運営においては、近視眼的な

視点に捉われることなく、将来に想いを馳せたビジョンの実現のために、

「未来への投資」を着実に進めていくことが、変革の時代に遭遇し町政を託
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された者の使命であると受け止めております。 

特に新年度におきましては、私は、「まちづくりの主人公は町民であり、

開かれた町政をさらに推進する。」との考え方を揺るぎなく貫徹しながら、

議会をはじめ、町民、区長会、さらに周辺市町との信頼関係を一層強固なも

のとし、任期最終年の締めくくりの年として、町政運営に全力を傾注してま

いる決意であります。 

どうか、議員各位並びに町民の皆様におかれましては、現下の厳しい行財

政状況を御理解いただき、引き続き町政の推進に一層の御支援、御協力を賜

りますよう、よろしくお願い申し上げる次第であります。 


